松戸市教育委員会人権教育推進基本方針
〔平成９年３月策定〕
　　

　　　

　　　　　基本方針　    
　　　　　　憲法、教育基本法に定める人権尊重の理念に基づき、「人権教育のための国連10
　　　　　年」をはじめとする人権尊重の国際的な潮流、地域改善対策協議会意見具申に見ら
　　　　　れる同和問題早期解決のための国民的な動向の中で、松戸市教育委員会は、同和問
　　　　　題をはじめとする様々な人権問題を解決するために人権尊重の啓発、教育を充実す
　　　　　ることを基本的な課題とする。
　　　　　基本計画　    
　　　　　　松戸市教育委員会は、人権尊重を基本とし、次の事項を重点目標とする。
　　　　　　１　人権教育推進体制及び啓発体制を整備する。
　　　　　　２　教育委員会職員並びに学校教職員に対し、同和問題をはじめとする様々な人
　　　　　　　権問題の教育・研修の推進を通し、職員の人権意識の高揚を図る。
　　　　　　３　学校同和教育をはじめとする様々な人権問題の教育の推進を通し、児童生徒
　　　　　　　の人権意識の高揚を図る。
　　　　　　４　社会同和教育をはじめとする様々な人権問題の教育の推進を通し、市民の人
　　　　　　　権意識の高揚を図る。
　　　　　　５　各界の人権教育指導者を養成する。
　　　　　考慮すべき事項
　　　　　　人権保障を巡る国際的な動向、国・県の同和行政の流れ、「松戸市人権施策に関
　　　　　する基本方針」をはじめとする、松戸市のすべての部局における施策に十分配慮し、
　　　　　有効な実施計画のもとに、事業の推進にあたる。
　　　　　　　　　松戸市教育委員会人権教育推進実施計画（平成９年３月策定）
　　共　通　事　項
　　　　　次の各分野などについては、基本的人権の侵害事例が顕著に現れることに十分な配慮を　　　　するとともに、今後顕在化するであろう人権にかかる多くの諸問題についても柔軟な対応　　　　を図るものとする。
　　　　　また、人権侵害の事例について十分な研究を行い、その再発防止のために最も有効な教　　　　育・啓発の方法を追求するものとする。
　　　　　一方においては、憲法をはじめとして様々な人としての権利が成文化されていることに　　　　も改めて十分な配慮をし、人権教育推進実施計画を定める。
　　　　○性差別の問題    　○子供の問題      　○高齢者の問題      　○障害者の問題    　　　　　○同和問題        　○外国籍市民の問題　○特定疾病患者の問題
　　実　施　計　画
　　　１　人権教育推進体制及び啓発体制を整備する。
　　　（１）教育委員会における人権教育の推進を図るため、人権教育に関する担当官を設置する。　　　　（２）人権教育にかかる資料・情報等を収集し、関係機関に提供する。
　　　（３）有効な啓発プログラムを開発する。
　　　２　教育委員会職員並びに学校教職員に対し、同和問題をはじめとする様々な人権問題の教　　　　育・研修の推進を通し、職員の人権意識の高揚を図る。
　　　（１）高い人権意識に裏付けられた行政運営のため、教育委員会職員に対する人権教育・研　　　　　修を推進し、職員の人権意識の高揚を図る。
　　　（２）高い人権意識に裏付けられた教育機関運営のため、教職員に対する人権教育・研修を　　　　　推進し、教職員の人権意識の高揚を図る。
　　　３　学校同和教育をはじめとする様々な人権に関する教育の推進を通し、児童生徒の人権意　　　　識の高揚を図る。
　　　（１）児童生徒への人権尊重の教育を推進するため、教職員の人権教育・研修を積極的に支　　　　　援する。
　　　（２）全教育活動を通して、児童生徒の発達段階に適応した人権尊重の教育を推進する。
　　　（３）学校訪問等による、人権教育推進のための指導・助言を行う。
　　　（４）児童生徒の発達段階に即した教材の研究を行う。
　　　４　社会同和教育をはじめとする様々な人権問題の教育の推進を通し、市民の人権意識の高　　　　揚を図る。
　　　（１）人権教育に関する指導者を積極的に養成する。
　　　（２）あらゆる機会を捉えて、人権学習の機会を提供する。
　　　（３）社会教育関係団体への啓発活動を行う。
　　　（４）人権教育の推進のため、全ての社会教育機関の支援体制を構築する
　　　（５）社会啓発のためのリーフレット等の整備を図る。
　　　５　各界の人権教育指導者を養成する。
　　　　　市民各界に同和問題をはじめとする様々な人権問題の啓発指導者を養成する。
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